
島 根 県 報
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自衛隊法施行令（昭和��年政令第���号）第���条及び第���条第�項並びに第���条の規定に基づき、平成��年度第�次

自衛官募集の募集期間、試験期日、試験場等を次のとおり告示する。

平成��年�月	日

島根県知事 澄 田 信 義

� 採用する自衛官

男性 
等陸士・
等海士・
等空士 �名（予定）


 募集期間

平成��年�月	日（月）から平成��年�月��日（火）まで

 試験期日

平成��年�月��日（土）

� 試験場の位置及び名称

出雲市松寄下町����－�（電話����（��）����）

陸上自衛隊出雲駐屯地

� 採用予定日

平成��年�月又は	月

� その他

� 応募資格

日本国籍を有し、採用予定月の�日現在��歳以上��歳未満の男性

� 試験科目

ア 筆記試験（国語・数学・社会・作文）

第�����号 平成��年�月	日 (�)

� �

� �

平成��年度第�次自衛官募集 （消 防 防 災 課） �

保育士登録に係る手数料の徴収事務及び収納事務並びに手数料の還付金の支出事 （青少年家庭課） �

務の委託の解除

保育士登録に係る手数料の徴収事務及び収納事務並びに手数料の還付金の支出事 （ 〃 ） �

務の委託

急傾斜地崩壊危険区域の指定 （砂 防 課） �


 �

公共測量の実施 （用 地 対 策 課） �

��
�

島根県公立学校教員採用候補者選考試験の実施 （義 務 教 育 課） �

����������������������������������������������������
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平成��年�月	日 (月)
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(毎週火・金曜日発行)
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島 根 県 報

イ 口述試験

ウ 適性検査

エ 身体検査

� この試験に関する問合せは、自衛隊島根地方連絡部（松江市学園�丁目�－�� 電話����（��）����）に連絡する

こと。

���������	

地方自治法施行令（昭和��年政令第��号）第���条第�項及び第���条の	第�項の規定により、東京都渋谷区神宮前


丁目��番�号社会福祉法人日本保育協会に委託していた保育士登録に係る手数料の徴収及び収納事務並びに手数料の還付

金の支出事務については、平成��年	月��日限りで当該委託を解除したので、島根県会計規則（昭和��年島根県規則第��

号）第��条の	第項及び第��条の第項の規定により告示する。

平成��年
月�日

島根県知事 澄 田 信 義

��������
	

地方自治法施行令（昭和��年政令第��号）第���条第�項及び第���条の	第�項の規定により、保育士登録に係る手数

料の徴収及び収納事務並びに手数料の還付金の支出事務を平成��年�月�日から東京都渋谷区神宮前
丁目��番�号社会

福祉法人日本保育協会に委託したので、同令第���条第項及び島根県会計規則（昭和��年島根県規則第��号）第��条の

第�項の規定により告示する。

平成��年
月�日

島根県知事 澄 田 信 義

���������	

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和��年法律第��号）第	条第�項の規定により、次に掲げる土地の

区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定するので、同条第	項の規定により告示する。

平成��年
月�日

島根県知事 澄 田 信 義

� 区域の名称 下都茂

 土地の表示

次に掲げる地番の土地に存する標柱�号から��号までを順次に結んだ線及び標柱�号と��号を結んだ線により囲まれ

た区域

第�����号 平成��年
月�日(�)

所 在 及 び 地 番 標 柱 番 号

益田市美都町仙道���番� �号及び号

〃 ����番� 	号

〃 ���番� �号

〃 ���番� 
号から�号まで

〃 ���番� �号

〃 ���番� �号

〃 ���番 ��号



島 根 県 報

� 区域の名称 森里

� 土地の表示

ア 次に掲げる地番の土地に存する標柱�号から��号までを順次に結んだ線及び標柱�号と��号を結んだ線により囲ま

れた区域

イ 次に掲げる地番の土地に存する標柱��号から��号までを順次に結んだ線及び標柱��号と��号を結んだ線により囲ま

れた区域

� �

測量法（昭和��年法律第�		号）第�
条において準用する同法第��条第�項の規定により、公共測量の実施について国

土交通大臣から次のとおり通知を受けたので、同法第�
条において準用する同法第��条第�項の規定により公告する。

平成�	年�月日

第�����号 平成�	年�月日 (�)

〃 
��番� ��号

〃 
��番 ��号及び��号

〃 
�
番� ��号

所 在 及 び 地 番 標 柱 番 号

隠岐郡隠岐の島町都万森里 ����番 �号

〃 都万森ノ上��	
番 �号

〃 〃 ��		番� �号

〃 〃 ��
	番 �号

〃 〃 ��	�番� �号

〃 都万森ノ奥��	�番 �号及び�号

〃 〃 ����番� 号

〃 〃 ����番 �号

〃 都万森里 ���	番 ��号

〃 〃 ����番 ��号から��号まで

〃 〃 ����番 ��号及び��号

〃 〃 ����番 ��号から�
号まで

〃 〃 ����番� ��号及び��号

〃 〃 ���	番 ��号から��号まで

〃 都万森ノ奥����番 ��号

〃 〃 ����番 ��号

〃 都万森里 ����番� ��号及び�	号

〃 都万アツソン平����番 �
号

〃 都万森里 ���
番 ��号

〃 〃 ����番 ��号及び��号

〃 〃 ���	番� ��号

〃 〃 ����番� ��号

〃 〃 ����番� ��号

〃 〃 ����番 ��号

〃 〃 ���
番� ��号



島 根 県 報

島根県知事 澄 田 信 義

� 作業種類

公共測量（街区基準点測量及び街区点測量）

� 作業期間

平成��年�月�日から平成��年�月�	日まで

� 作業地域

浜田市、出雲市、大田市、安来市

� � � � � � �

平成��年度島根県公立学校教員採用候補者選考試験を次のとおり実施する。

平成��年�月
日

島根県教育委員会委員長 中 村 俊 郎

本要項に記載されている「特殊教育諸学校」という名称については、学校教育法等の一部を改正する法律案が施行され

た場合、改正法による名称に読み替えます。

� 目的

この試験は、平成��年度に島根県公立学校教員として採用する候補者を選考するために行います。

� 出願資格

次の�及び�に該当する者が出願できます。

� 地方公務員法第��条及び学校教育法第�条の欠格事由に該当しない者

� 次表に定める募集種別・募集教科（科目等）の教員免許状等資格及び年齢等資格を有する者

第����号 平成��年�月
日(�)

区

分
募集種別 募集人数 募集教科 (科目等) 教員免許状等資格 年 齢 等 資 格

Ⅰ
小
学
校

教 諭 �	人程度
●小学校教諭の普通免許状

所有者

●昭和��年�月�日以降の出生

者

●現に国公私立の小・中・高・

特殊教育諸学校の教諭（正式

採用）として勤務中の者又は

勤務したことのある者は、昭

和��年�月�日以降の出生者

Ⅱ
中
学
校

教 諭 �	人程度

国語、社会、数学、

理科、英語、音楽、

美術、保健体育、技

術、家庭

●中学校教諭の普通免許状

所有者

Ⅲ

小

学

校

教 諭 �	人程度

小

学

校

●小学校教諭の普通免許状

所有者

●昭和��年�月�日以降の出生

者で、石見地域（大田市・江

津市・浜田市・益田市・邑智

郡・鹿足郡）又は隠岐地域

（隠岐郡）に限って勤務でき

る者

Ⅳ

中

学

校

教 諭 �人程度

中

学

校

数学、英語、音

楽、保健体育

●中学校教諭の普通免許状

所有者

●昭和��年�月�日以降の出生

者で、石見地域（大田市・江

津市・浜田市・益田市・邑智

郡・鹿足郡）又は隠岐地域

（隠岐郡）に限って勤務でき

る者



島 根 県 報第�����号 平成��年�月�日 (�)

Ⅴ

小

・

中

学

校

教 諭

�人程度

（区分Ⅰ

＋Ⅱの内

数）

小

学

校

●小学校教諭の普通免許状

所有者

●以下の要件をすべてみたす者

○昭和	�年
月�日以降の出生

者

○現に国公私立の小・中・高・

特殊教育諸学校の教諭（正式

採用）として勤務中の者又は

勤務したことのある者で、平

成��年月末現在で�年以上

の勤務経験を有する者

○石見地域（大田市・江津市・

浜田市・益田市・邑智郡・鹿

足郡）又は隠岐地域（隠岐

郡）に限って勤務できる者

中

学

校

国語、社会、数

学、理科、英

語、音楽、美

術、保健体育、

技術、家庭

●中学校教諭の普通免許状

所有者

Ⅵ

高

等

学

校

教 諭

��人程度

国語、地理歴史、数

学、理科（生物）、

英 語 、 芸 術 （ 音

楽）、保健体育、家

庭、農業、工業（機

械）、商業、水産

（機関）

●高等学校教諭の普通免許

状所有者

●「地理歴史」については

高等学校教諭の普通免許

状「社会」所有者も出願

可

●「水産」については高等

学校教諭の普通免許状

「商船」所有者も出願可

●昭和��年
月�日以降の出生

者

●農業、工業、商業、水産の各

教科（科目等）については、

昭和	�年
月�日以降の出生

者

教 諭

（特別免

許状）

農 業 、 工 業 （ 機

械）、商業、水産

（機関）

●高等学校教諭の普通免許

状を有しない者で、志望

する教科に関する社会的

実務経験を有する者

助 教 諭

（臨時免

許状）

工業（機械）

●高等学校教諭の普通免許

状を有しない者で、大学

（機械）の正規の課程

（教員の免許状授与の所

要資格を得させるための

大学の課程認定を受けた

ものに限る）を卒業又は

平成��年月末までに卒

業見込の者で、工業の関

係科目について��単位以

上を修得又は修得見込の

者

特

殊

教

小

学

部

●盲・聾・養護学校教諭の

普通免許状所有者で、か

つ小学校教諭の普通免許

状所有者

●昭和��年
月�日以降の出生

者

●現に国公私立の小・中・高・



島 根 県 報

備考 � 教員免許状等資格の「普通免許状」とは、教育職員免許法に規定する教員免許状に限ります。

� 平成��年�月末までに教員免許状取得見込の者も所有者とみなします。

� 日本国籍を有しない者は、任用の期限を付さない常勤講師に任用します。この場合、上表募集種別欄の

「教諭」を「任用の期限を付さない常勤講師」と読み替えます。

� 出願手続

� 出願期間

平成��年�月��日（火）から�月	日（金）まで

ただし、郵送の場合は、平成��年�月
日（木）までの消印のあるものに限り受け付けます。

●持参の場合の受付時間は、月～金曜日の�時から��時とします。

●郵送、持参いずれの場合も、別添の専用封筒を使用してください。

� 願書等の提出先

〒��－���� 松江市殿町
番地 島根県教育庁義務教育課

� 留意事項

ア� 車椅子の使用や、点字による受験等を希望する場合には、願書の該当欄に○印を記入してください。後日、担当

者が連絡します。

イ� 区分Ⅲ、Ⅳ、Ⅴは、勤務地域を石見地域又は隠岐地域の小学校又は中学校に限定して募集するものです。石見地

域又は隠岐地域のいずれかを出願時に指定してください。

ウ� 区分Ⅵ高等学校教諭（特別免許状）の出願者については、社会的実務経験に関する書類の提出が必要です。この

ことについては、後日担当者が連絡します。

エ� 書類不備のものは受け付けません。

� 提出書類

第�����号 平成��年�月�日()

Ⅶ 育

諸

学

校

教 諭 ��人程度
中

学
・
高
等
部

国語、社会・地

理歴史、数学、

理科、英語、音

楽、美術

●盲・聾・養護学校教諭の

普通免許状所有者で、か

つ当該教科の中学校及び

高等学校教諭の普通免許

状所有者

特殊教育諸学校の教諭（正式

採用）として勤務中の者又は

勤務したことのある者は、昭

和��年�月	日以降の出生者

Ⅷ

特

殊

教

育

諸

学

校

教 諭

�人程度

（区分Ⅶ

の内数）

小

学

部

●盲・聾・養護学校教諭の

普通免許状所有者で、か

つ小学校教諭の普通免許

状所有者

●以下の要件をすべてみたす者

○昭和��年�月	日以降の出生

者

○現に国公私立の小・中・高・

特殊教育諸学校の教諭（正式

採用）として勤務中の者又は

勤務したことのある者で、平

成��年�月末現在で
年以上

の勤務経験を有する者

○石見地域（大田市・江津市・

浜田市・益田市・邑智郡・鹿

足郡）に限って勤務できる者

Ⅸ 養護教諭 �人程度
●養護教諭の普通免許状所

有者

●昭和��年�月	日以降の出生

者
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� 選考試験

� 第�次試験

ア� 期日及び会場

① 筆記試験等

期 日・平成��年�月��日（土）

会 場・島根県立松江北高等学校 松江市奥谷町���

・島根県立松江商業高等学校 松江市浜乃木	丁目�－�

② 面接試験

期 日・平成��年�月��日（土）・�
日（日）・��日（月）

会 場・くにびきメッセ（島根県立産業交流会館） 松江市学園南�丁目�－�

※期日､会場については､受験票送付の際に通知します。

イ� 試験内容等

※携行品については、受験票送付の際に通知します。

ウ� 試験結果の通知

試験の結果については、平成��年	月��日（金）午前�時に県庁前掲示板に掲示するほか､途中棄権者を除く全

受験者に文書で通知します。あわせて義務教育課ホームページ（�������������������������������� !"� �

�）に掲載します。

� 第�次試験

ア� 期日及び会場

平成��年�月#日（日）～�$日（日）の予定です。詳細は第�次試験結果の通知の際に連絡します。

イ� 試験内容等

第�%&&�号 平成��年'月	日 (&)

提 出 書 類 部 数

願 書 ●本県所定の用紙（Ｄ－�）を使用すること。（記入例はＢ－�～�） �

基本データ入力票 ●本県所定の用紙（Ｅ－�）を使用すること。（記入例はＣ－�～(） �

自己アピールシート ●本県所定の用紙（Ｆ－�）を使用すること。 �

受 験 票 ●本県所定の用紙（Ｇ－�）を使用すること。 �

連 絡 用 封 筒

●のり付（両面テープ貼付可）封筒角形�号（

��㎝×���$㎝）に��$円分の切手
を貼付すること。

●�部（受験票送付用と第�次試験結果の通知用）とも封筒の表に、郵便番号、住
所、氏名（「様」をつける）を明記すること。

�

試験日

内
容

区分

�月��日（土） �月�
日（日）・��日（月）

筆 記

面 接 面 接

全出願者
教育公務員として必要な一般

教養や教職教養
適性検査 小論文
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� 試験結果の通知

試験の結果については、平成��年�月��日（木）午前�時に県庁前掲示板に掲示するほか､途中棄権者を除く全

受験者に文書で通知します。あわせて義務教育課ホームページ（����	

���������������������
����������


）に掲載します。

� 第�次試験

ア� 期日及び会場

平成��年��月��日（土）～��日（月）の予定です。詳細は第 次試験結果の通知の際に連絡します。

イ� 試験内容等

� その他

� 第�次試験受験者には身体検査として、健康診断書の提出を求めます。

� 第�次試験受験者には、第�次試験日までに次の書類の提出を求めます。

第�!���号 平成��年"月#日(�)

内容

区分
筆 記

面

接

模

擬

授

業

実 技

Ⅰ、Ⅲ及

びⅤの小

学校全受

験者

●小学校教諭として必要な専門的知識や

教養

適

性

検

査

●水泳実技

●音楽実技

Ⅱ、Ⅳ及

びⅤの中

学校全受

験者

●中学校教諭として必要な各教科の専門

的知識や教養

○理科受験者は、理科実技

○英語受験者は、英会話

○音楽受験者は、音楽実技

○美術受験者は、美術実技

○保健体育受験者は、保健体育実技

○技術受験者は、技術実技

○家庭受験者は、家庭実技

Ⅵの全受

験者

●高等学校教諭として必要な各教科（科

目）の専門的知識や教養

○理科（生物）受験者については、�

理科全般及び生物の専門的知識や

�

教養）

○理科受験者は、理科実技

○英語受験者は、英会話

○音楽受験者は、音楽実技

○保健体育受験者は、保健体育実技

○家庭受験者は、家庭実技

○商業受験者は、商業実技

Ⅶ
及
び
Ⅷ
の
全
受
験
者

小
学
部

●特殊教育諸

学校教諭と

して必要な

専門的知識

や教養

●小学校教諭として必要

な専門的知識や教養

●水泳実技

●音楽実技

中
学
・
高
等
部

●中・高等学校教諭とし

て必要な各教科（科

目）の専門的知識や教

養

○理科受験者は、理科実技

○英語受験者は、英会話

○音楽受験者は、音楽実技

○美術受験者は、美術実技

Ⅸの全受

験者

●養護教諭として必要な専門的知識や教

養

ロール

プレイ

ング

●養護に関する実技

区 分 内 容

全 受 験 者 面 接 ・ 模 擬 授 業 等



島 根 県 報

� 第�次試験免除の取扱

� 区分Ⅴ又はⅧの出願資格を有する者で、現に国公私立の小・中・高・特殊教育諸学校の教諭（正式採用）として勤

務中の者は、第�次試験を免除します。

� 各区分の出願資格を有し、平成��年度島根県公立学校教員採用候補者選考試験において、第�次試験をすべて受験

した者は、第�次試験を免除します。

� 採用候補者名簿登載等

� 選考試験の成績及び提出された書類等により教員採用候補者を選考し、平成��年度島根県公立学校教員採用候補者

名簿（以下「名簿」という。）に登載します。この場合、出願した区分と異なる区分に登載することがあります。

� 採用候補者の選考にあたっては、スポーツ、芸術、学術、国際貢献等、特に優れた実績・資格等を有していること

を考慮します。

� 中学校教諭採用候補者の選考にあたっては、中学校の複数教科の普通免許状を所有していることを考慮します。

� 高等学校教諭採用候補者（英語）の選考にあたっては、「中国語」、「朝鮮語」、「韓国語」の普通免許状を所有

していることを考慮します。

� 高等学校教諭採用候補者（家庭）の選考にあたっては、「福祉」の普通免許状を所有していることを考慮します。

� 特殊教育諸学校教諭採用候補者の選考にあたっては、複数の種別又は教科の普通免許状を所有していることを考慮

します。

� 教諭採用候補者の選考にあたっては、学校図書館司書教諭の講習の修了証書を所有（平成��年�月末までに修了証

書取得見込の者も所有者とみなします。）していることを考慮します。

� 登載の結果については平成��年��月	
日（金）午前�時に県庁前掲示板に掲示するほか、第�次試験の途中棄権者

を除く全受験者に文書で通知します。あわせて、義務教育課ホームページ（��������������������������������

� !����）に掲載します。

	 名簿の登載有効期間は、登載された日から平成	�年"月�日までとします。


 資格要件を失った場合又は提出書類に虚偽の記載があった場合には、名簿の登載を取り消します。

� 上記考慮する事項に係る免許状等を取得できなかった場合には、名簿の登載を取り消すことがあります。

� 名簿に登載された区分の校種と異なる校種に配置し、当分の間勤務してもらうことがあります。

 区分Ⅵ高等学校教諭（特別免許状）の採用にあたっては、教育職員検定に合格し特別免許状の授与を受ける必要が

あります。

� 区分Ⅵ高等学校助教諭（臨時免許状）の採用にあたっては、教育職員検定に合格し臨時免許状の授与を受ける必要

があります。臨時免許状の有効期間（�年）内に「職業指導」等の単位を修得し、当該普通免許状を取得すれば、日

第�#

$号 平成��年�月%日 (�)

提 出 書 類 等 部数

教員免許状の証明書等

（免許状所有者）

●所有するすべての普通免許状（願書に記入したもの）の授与証明書。

なお、免許状記載の氏名に変更がある場合には、それを証明する書類を添付する

こと。

（免許状取得見込者）

●平成��年�月卒業予定者は、その大学の発行する免許状取得見込証明書。

●通信教育受講者等は、免許取得可能であることを証明する書類（履修証明書

等）。

�部

学校図書館司書教諭の

講習の修了証書の写し

●現に学校図書館司書教諭の資格を有する者のみ、文部科学大臣が授与した修了証

書の写し（コピー）。

なお、修了証書取得見込の者は、平成��年�月末までに修了証書の写しを提出す

ること。

�部



平成��年�月�日 印刷
平成��年�月�日 発行 発行者 島 根 県 発行所 松江市殿町 島 根 県 庁

印 刷 松江市学園南 松陽印刷所
定価 �か月 ����	円

(送料共)

島 根 県 報

本国籍を有する者にあっては教諭に、日本国籍を有しない者にあっては任用の期限を付さない常勤講師に任用するこ

ととします。免許状取得に要する経費は自己負担とします。

� 選考結果の情報提供については、名簿に登載されなかった者のうち、希望する者に対して行います。希望する場合

には、願書の該当欄に○印を記入してください。提供する情報は、総合評価による区分とします。


 そ の 他

� 受験票が平成��年�月�	日（金）までに届かない場合は連絡してください。

� この選考試験に関する問い合わせ先は次のとおりです。

� 提出書類の記載事項に変更が生じた時は、速やかに文書（はがき可）で届け出てください。ただし、出願種別、教

科等の変更はできません。

� 提出書類については、一切返却しません。

第���号 平成��年�月�日(�	)

島根県教育庁義務教育課 ＴＥＬ（	���）��－����

島根県教育庁高校教育課 ＴＥＬ（	���）��－����

・選考試験願書の記入例（Ｂ－�）

・基本データ入力票の記入例（Ｃ－�）

・願書用紙（Ｄ－�）

・基本データ入力票（Ｅ－�）

・自己アピールシート（Ｆ－�）

・受験票（Ｇ－�）

・専用封筒

・受験者のみなさんへ

・石見・隠岐地域限定採用

・あなたの実績、考慮します

この要項に、添付してある書類は、以下のとおりです。


